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生活クラブ運動グループ・コネクト推進機構は何を目指しているか生活クラブ運動グループ・コネクト推進機構は何を目指しているか

生活クラブ生活協同組合・東京　　情報政策室長　山本　博文生活クラブ生活協同組合・東京　　情報政策室長　山本　博文

１． なぜコネクト推進機構は生まれたか～そもそもの発端～１． なぜコネクト推進機構は生まれたか～そもそもの発端～

2020 年からはじまったコロナ禍のパンデミック2020 年からはじまったコロナ禍のパンデミック

は、生活クラブ運動グループ各団体における事業運営は、生活クラブ運動グループ各団体における事業運営

の課題を顕在化させ、緊急事態宣言によるロックアウの課題を顕在化させ、緊急事態宣言によるロックアウ

ト等は事業経営にかつてない大打撃を与えた。生活クト等は事業経営にかつてない大打撃を与えた。生活ク

ラブ東京は、こうした喫緊の状況下、運動グループ各ラブ東京は、こうした喫緊の状況下、運動グループ各

団体を支援する取組みとして、休業を余儀なくされ事団体を支援する取組みとして、休業を余儀なくされ事

業収入が厳しい団体に対して事業継続支援の「運動グ業収入が厳しい団体に対して事業継続支援の「運動グ

ループ応援キャンペーン」を展開し、組合員からのカループ応援キャンペーン」を展開し、組合員からのカ

ンパ額 207.2 万円をもとに 75 団体に 831.5 万円をンパ額 207.2 万円をもとに 75 団体に 831.5 万円を

助成した。助成した。

この支援活動を契機に、こうした取組みが一過性この支援活動を契機に、こうした取組みが一過性

で終わることなく、2021 年度に協同組合的運営によで終わることなく、2021 年度に協同組合的運営によ

る起業・事業継続、地域社会を豊かにする仕事の創出る起業・事業継続、地域社会を豊かにする仕事の創出

とワーカーズなどの非営利事業体の拡大をめざすこととワーカーズなどの非営利事業体の拡大をめざすこと

を目的に、「まちづくり・しごとづくり コネクトプロを目的に、「まちづくり・しごとづくり コネクトプロ

ジェクト」を立ち上げ、各団体に共通する課題を抽出ジェクト」を立ち上げ、各団体に共通する課題を抽出

し今後に向けた解決の一助となる施策を答申した。そし今後に向けた解決の一助となる施策を答申した。そ

して、2022 年 7 月に運動グループ７団体とともに「コして、2022 年 7 月に運動グループ７団体とともに「コ

ネクト推進機構」を設立し、運動グループ各団体がつネクト推進機構」を設立し、運動グループ各団体がつ

ながりあうしくみづくりに向け、1）連携・共同事業ながりあうしくみづくりに向け、1）連携・共同事業

の推進 2）広報・情報発信事業の推進 3）共同研修事の推進 2）広報・情報発信事業の推進 3）共同研修事

業の推進 4）「集いの場づくり」にかかわる事業の推業の推進 4）「集いの場づくり」にかかわる事業の推

進 5）資金調達の調査研究 6）新たな中間支援組織の進 5）資金調達の調査研究 6）新たな中間支援組織の

構想づくりに取組んできた。現在、構想づくりに取組んできた。現在、

コネクト推進機構は、運動グルーコネクト推進機構は、運動グルー

プ各団体が連携・連帯し「市民がプ各団体が連携・連帯し「市民が

主体となり互いに支えあい・たす主体となり互いに支えあい・たす

けあって生きる地域づくり」を推けあって生きる地域づくり」を推

し進めるための機能づくりの青写し進めるための機能づくりの青写

真を描く議論をすすめている。真を描く議論をすすめている。

22．生活クラブ東京＋運動グループがめざす協同組合．生活クラブ東京＋運動グループがめざす協同組合

地域社会づくり～コネクト推進機構がめざす新たな中地域社会づくり～コネクト推進機構がめざす新たな中

間支援組織の方向性～間支援組織の方向性～

1980 年のレイドロー報告（国際協同組合同盟モスクワ1980 年のレイドロー報告（国際協同組合同盟モスクワ

大会）および河野栄次氏（元生活クラブ東京理事長）が大会）および河野栄次氏（元生活クラブ東京理事長）が

提言した「協同組合地域社会の建設」は、協同組合の理提言した「協同組合地域社会の建設」は、協同組合の理

念を体現した組織のつながりとネットワークを地域で創り念を体現した組織のつながりとネットワークを地域で創り

上げ、地域の人々が主体者となって必要な機能をつくり、上げ、地域の人々が主体者となって必要な機能をつくり、

市場原理主義とは異なる選択肢を掲げて人と命を大切に市場原理主義とは異なる選択肢を掲げて人と命を大切に

する社会を展望した。その根源的な方向性・思想は今もする社会を展望した。その根源的な方向性・思想は今も

継承され、生活クラブ東京の活動に息づいている。継承され、生活クラブ東京の活動に息づいている。

しかし、あれから 40 数年が経過した今、資本移動をしかし、あれから 40 数年が経過した今、資本移動を

自由化するグローバル資本主義により新自由主義が世界自由化するグローバル資本主義により新自由主義が世界

規模で広がり、収奪と格差の拡大をもたらす一方で待っ規模で広がり、収奪と格差の拡大をもたらす一方で待っ

たなしの気候危機、食料問題等が迫りくる状況だ。出口たなしの気候危機、食料問題等が迫りくる状況だ。出口

が見えないような閉塞の中で、2023 年 4 月国連総会でが見えないような閉塞の中で、2023 年 4 月国連総会で

は「持続可能な開発のための社会的および連帯経済の促は「持続可能な開発のための社会的および連帯経済の促

進」決議を採択し、2023 年 11月国連総会では 2025進」決議を採択し、2023 年 11月国連総会では 2025

年を2 回目の「国際協同組合年」とすることを採択した。年を2 回目の「国際協同組合年」とすることを採択した。

それは、 “もう一つの選択肢”として「協同組合の存在意それは、 “もう一つの選択肢”として「協同組合の存在意

義」と「協同組合型経済活動の実践」が示され、奪い義」と「協同組合型経済活動の実践」が示され、奪い

奪われない社会≒市民の自由とたすけあう共生の地域社奪われない社会≒市民の自由とたすけあう共生の地域社

会づくりがすすめられつつあることの顕れと言えるだろう。会づくりがすすめられつつあることの顕れと言えるだろう。

生活クラブ東京は、協同組合の可能性を追求し、生活クラブ東京は、協同組合の可能性を追求し、

地域の中でいくつもの小さな社会的連帯経済の萌芽を地域の中でいくつもの小さな社会的連帯経済の萌芽を

育み、つないで紡いでいくしくみをつくり出していき育み、つないで紡いでいくしくみをつくり出していき

たい！と切に思う。たい！と切に思う。

コネクト推進機構は、生活クラブ運動グループの関係コネクト推進機構は、生活クラブ運動グループの関係

をつなぎ合わせ、今何が必要か、何をすべきかを出し合い、をつなぎ合わせ、今何が必要か、何をすべきかを出し合い、

「強く豊かな地域社会」実現のための道筋をつくるための「強く豊かな地域社会」実現のための道筋をつくるための

組織・しくみとして新たな中間支援組織を模索し、「つな組織・しくみとして新たな中間支援組織を模索し、「つな

がる」の『内実』を高めていきたい。がる」の『内実』を高めていきたい。
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更生保護のあらまし                              
社会の秩序を乱す行為に対して、何らかの制裁を

加えることは、歴史的に見ても常に存在してきました。

そして、どのような行為が「犯罪」でそれに対してい

かなる「刑罰」が科せられるかが法律によって規定さ

れるようになりました。基本的には、「犯罪」に対す

る応報として考えられてきました。

一方、罪を犯した者に対して、どのようにすれば

その改善更生を図ることができるかと言う問題が台頭

してきました。犯罪者の改善更生を図るためには、社

会と隔離し、拘禁するだけでなく、社会での生活を続

けさせながら指導し、援護することが改善更生に役立

つ、と言う考え方です。こうした考え方に基づいて更

生保護は誕生し展開を遂げ、今日では、警察、検察、

裁判、矯正の諸制度と並んで、刑事司法の重要な一翼

を担うに至りました。なお、犯罪をした者及び非行の

ある少年を施設の中に収容して処遇する矯正処遇が

「施設内処遇」と言われるのに対し、更生保護は、「社

会内処遇」と呼ばれています。それは、更生保護にお

ける処遇の場が社会内であるといった意味にとどまら

ず、社会の資源を活用した、地域に根ざした処遇であ

るという意義に着目したものです。

犯罪や非行に至る過程には、その者を取り巻く社

会環境が大きく影響していることから、その改善更生

には、その者の努力だけでなく、地域社会の人々の理

解と協力が不可欠なのです。更生保護法においては、

同法の目的を達成するために、国民は「その地位と能

力に応じた寄与をするように努めなければならない」

と規定されています。我が国の更生保護制度が、国の

機関やその専従職員だけでなく、民間のボランティア

等の個人や団体の参加を期待して構成されているの

は、このような考え方に基づいています。

更生保護の淵源をたどれば、古くは持統天皇が罪

囚を赦免し、布や稲を下賜して更生を命じたという記

事が日本書紀（720年)に見いだされます。更生保護の

先駆として名高いのは、江戸時代の人足寄場（1790 年）

です。これは、老中松平定信が火

付盗賊改方長谷川平蔵の進言で江

戸石川島に設けた施設であり、無

宿・浮浪人や入墨・敲（たたき）

などの身体刑の執行を終えた者を

収容して職業補導、授産、教養訓

練等を行い、改心した者は年限にかかわらず釈放し、

引受人等に引き渡して耕地や店舗を与えるなとしたも

ので、画期的な犯罪者対策と言えました。

更生保護の処遇        

保護観察※は、保護観察に付された者の再犯・再

非行を防ぎ、その改善更生を図ることを目的として、

その者に通常の社会生活を営ませながら、保護観察所

の保護観察官及び民間のボランティアである保護司が

協働して指導監督や自立した生活ができるように住居

の確保や就職の援助等の補導援護を実施します。

※～保護観察とは～犯罪者や非行少年に対し、保護観察

官及び保護司による指導と支援を行いながら実社会の中

で更生をめざす「社会内処遇」の一つです。

保護観察の対象者は、以下の４種類です。

保護司制度      
保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした

者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、

犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって犯罪や非

行のない明るい地域社会の実現を図り、個人及び公共

の福祉に寄与することを、その使命としています。保

「保護司活動とは」「保護司活動とは」

東京保護観察所保護観察官　森　陽一東京保護観察所保護観察官　森　陽一

森陽一保護観察官森陽一保護観察官

法務省のHPより参照-2015年取扱事件数法務省のHPより参照-2015年取扱事件数

イタリアの社会協同組合の視察に出かけたとき、「社会的弱者」の考え方が、日本と大きく違うことに驚かされた。
精神病院の解体によって解放された人々を、地域住民は受け入れ共に地域で暮らす場を作ってきた。その後、制度化さ
れた B 型社会協同組合は、「社会的に不利な人々」と共に働く場であり、障害を持つ人はもちろん、薬物依存症、罪を
犯した人など、幅広い意味での「不利な立場の人」を地域の一員として迎え、活動を支援するしくみでもある。日本で
は罪を犯した人の社会復帰を支援する保護司の活動についてあまり知られていないので、東京都保護観察官の森氏に寄
稿をお願いした。
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護司は、一定の条件を具備する者のうちから法務大臣

が委嘱し、法務大臣が定める保護区に配置される非常

勤の国家公務員です。保護司の任期は２年ですが、再

任を妨げません。７８歳になる前日まで再任が可能と

なります。保護司には給与は支給されませんが、保護

司がその職務を行うに当たって要した費用の全部又は

一部を実費弁償の形で支給することができます。保護

司の定数は、全国で 52,500 人以内と定められている

ところ、保護司の人員は、令和５年は、前年に引き続

き増加し、46,956 人でした。各保護司は、法務大臣

が都道府県の区域を分けて定める区域（保護区）に配

置されます。使命の自覚に基づく積極的な職務遂行と

職務上知り得た関係者の秘密の尊重が要請されます。

保護司の職務は、保護観察官で十分でないところ

を補い、地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指

揮監督を受けて、その所掌に属する職務を行います。

その職務の範囲は、保護観察の他、生活環境の調整、

恩赦、犯罪予防活動等の各領域にわたっています。具

体的には、保護観察を受けている少年や成人の指導な

ど、毎月面接や家庭訪問などを行い、立ち直りを助け

ます。また、刑務所や少年院在所中の者の出所後の生

活設計等について引き受ける家族等と話し合い等をし

ています。そして、犯罪や非行の予防活動として犯罪

や非行した者の立ち直りを見守るよう、広く社会に呼

び掛けを行っています。

更生保護における犯罪予防活動 
犯罪予防とは、犯罪発生の原因を除去し、又は犯

罪の抑止力となる諸条件を強化助長することによっ

て、犯罪の発生を未然に阻止することです。更生保護

における犯罪予防活動については、全国規模で組織的

に行われている活動に゛社会を明るくする運動゛があ

ります。この運動は、昭和 24 年に犯罪者予防更生法

が施行され、同法の思想に共鳴した東京・銀座の商

店会連合会の有志によって７月 13 日から一週間にわ

たって実施された「銀座フェアー」が始まりとされて

います。昭和 25 年７月１日から 10 日間は、「矯正保

護キャンペーン」として実施され、昭和 26 年から゛社

会を明るくする運動゛の名称となりました。運動期間

は、昭和 27 年以降の当初は毎年７月１日から１ヶ月

間とされていましたが、今日に至るまでの間に１年を

通じての運動となり、７月は強調月間とされました。

社゙会を明るくする運動゛は、法務省が主唱し、中

央、都道府県及び市区町村等を単位として、運動の趣

旨に賛同した機関・団体で推進委員会を構成し、各地

域の実情に応じた活動を企画・実施しております。街

頭広報活動、講演会、住民集会、非行防止教室、親子

の触れ合いを目的としたワークショップ等の行事が約

4.5万回開催されています。その参加人数は約 139 万

人に及び、さらに小中学生を対象とした作文コンテス

トは、約 30.6万点の応募がありました。犯罪のない

幸福な社会づくりに取り組む決意のしるしである「幸

福（しあわせ）の黄色い羽根」を゛社会を明るくする

運動゛の各種行事において胸に着用したり、更生ペン

ギンのホゴちゃん・サラちゃ

んをイベントに登場させたり、

広報用ポスター等で活用した

りするなど、多様な世代に親

しみやすい方法で運動を浸透

させる取組が全国で展開され

ています。

社゙会を明るくする運動゛

は、長年にわたってこうした活動を続け、地方公共団

体、学校、警察、ボランティア団体等地域の関係団体

との連携強化。地域住民の連帯感の醸成、地域のきず

な作り、若年層に対する非行問題の啓発などにおい

て、一定の成果を上げ、犯罪や非行のない地域作りに

大きく貢献してきました。

更生保護サポートセンター 
保護司会をはじめとする更生保護機関団体（更生

保護女性会、ＢＢＳ等）と地域の関係団体及び地域住

民との連携を強化し更生保護活動の一層の充実強化

を図ることを目的として更生保護サポートセンター

が全国の保護司会に設置されています。保護司活動の

活発化や地域のネットワークの構築の拠点として機

能しており、処遇のための面接室を備えたものもあり

ます。近年の傾向として、保護観察の実施に当たって

特段の配慮を要する対象者も増加しており、面接場所

の確保も課題となっております。

また、近年の

保護司の減少を

受け、更生保護

ボランティアの

なり手を増やす

ための取組みや

若い人たちへの

認知度の向上に

資する広報、更

生保護の枠組み

を超えて他分野

との連携を強化

していくための

各種方策が期待

されています。　　　　　　　　　

今年の第 74回社会を明るくする運動ポスター今年の第 74回社会を明るくする運動ポスター
毎年７月は“社会を明るくする運動”強調月間毎年７月は“社会を明るくする運動”強調月間

更生保護マスコットキャラク更生保護マスコットキャラク
ターペンギンのホゴちゃんとサターペンギンのホゴちゃんとサ
ラちゃんラちゃん
胸には「生きる」マーク、手に胸には「生きる」マーク、手に
は幸福の黄色い羽根を持つは幸福の黄色い羽根を持つ
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編集後記：昔、長い夏休みは近所の子どもたちと一緒に真っ黒になるまで遊んだものだった。ところが最近は共働き家庭が主流となり、年長の孫
はいつもと変わらず朝7時から保育園に、2年生の孫はお弁当を持って学童に出かける。6年生の孫はお誕生プレゼントにもらった柴犬と一緒に
お留守番。年長の孫が「私の夏休みは？」と不思議そうに言う。猛暑に加えて地震に台風、感染症、大変な夏だったが、夏休みももうすぐ終わる。（ M）

ひと・ まち社へのご寄付をお願いいたします
振込先口座 　

 特定非営利活動法人市民シンクタンクひとまち社

三菱 UFJ 銀行  新宿中央支店  普通　5298170 

メールアドレス登録のお願い
ひと・まち社では SDGｓの取り組みとしてペーパレスをすすめていま
す。今後の機関紙「ひと・まち」の電子データでの発信をすすめて
います。通信購読をご希望の皆様にはメールアドレスのご登録への
ご協力をお願い致します。npo@hitomachi.org

ひと・まち社より

学童クラブとは？学童クラブとは？

学童クラブは、子どもの下校時に保護者が就労等学童クラブは、子どもの下校時に保護者が就労等

で留守になる家庭を対象に、小学校に通学している子で留守になる家庭を対象に、小学校に通学している子

どもを安全に預かる放課後児童健全育成事業として行どもを安全に預かる放課後児童健全育成事業として行

われています。そのニーズは年々高まっており、こどわれています。そのニーズは年々高まっており、こど

も家庭庁の令和５年 5月 1日現在の調査では放課後児も家庭庁の令和５年 5月 1日現在の調査では放課後児

童クラブの利用を希望する児童の数は 150 万人に迫る童クラブの利用を希望する児童の数は 150 万人に迫る

勢いで、前の年よりも 6万人以上増加しています。利勢いで、前の年よりも 6万人以上増加しています。利

用できない待機児童の数は、16,000 人以上にのぼり用できない待機児童の数は、16,000 人以上にのぼり

ます。「学童ます。「学童クラブ」は、公設公営、公設民営、民立クラブ」は、公設公営、公設民営、民立

民営民営 等 運営形態は様々で、社会福祉法人、NPO 法人、等 運営形態は様々で、社会福祉法人、NPO 法人、

運営委員会・保護者会等が運営しています。児童集団運営委員会・保護者会等が運営しています。児童集団

の支援単位はおおむね 40 人以下で、放課後児童支援の支援単位はおおむね 40 人以下で、放課後児童支援

員の数は支援単位ごとに 2人以上を置くこととし、子員の数は支援単位ごとに 2人以上を置くこととし、子

ども一人ひとりの健全な育成を図る事業として行われども一人ひとりの健全な育成を図る事業として行われ

ています。学童クラブでの過ごし方は基本的に子どもています。学童クラブでの過ごし方は基本的に子ども

の自主性が大切にされ、室内には本や玩具等があり、の自主性が大切にされ、室内には本や玩具等があり、

子ども同士で遊んだり、自分の宿題をしたりと職員の子ども同士で遊んだり、自分の宿題をしたりと職員の

見守りのもと閉所時間まで自由に過ごしていることが見守りのもと閉所時間まで自由に過ごしていることが

多いようです。多いようです。

「学童クラブ」が第三者評価の対象となりました「学童クラブ」が第三者評価の対象となりました
東京都福祉サービス評価推進機構は 2024（令和６）東京都福祉サービス評価推進機構は 2024（令和６）

年より、第三者評価対象事業に「学童クラブ」を加え年より、第三者評価対象事業に「学童クラブ」を加え

ました。スタートにあたりひと・まち社では、機構でました。スタートにあたりひと・まち社では、機構で

開催したフォローアップ研修「福祉サービスの現状を開催したフォローアップ研修「福祉サービスの現状を

学ぶ～児童分野（学童クラブ）」を、９名の学ぶ～児童分野（学童クラブ）」を、９名の評価者評価者がが

受講しました。さらに理解を深めていくために現場見受講しました。さらに理解を深めていくために現場見

学を進めています。学を進めています。

見学先は、運営主体が異なる私設、公設の事業所等、見学先は、運営主体が異なる私設、公設の事業所等、

運営方法の異なる事業所を予定にしています。実際に運営方法の異なる事業所を予定にしています。実際に

現場がご苦労していることや、子どもや保護者の姿等現場がご苦労していることや、子どもや保護者の姿等

を知ることで、現実的な評価につなげていきたいと考を知ることで、現実的な評価につなげていきたいと考

えています。えています。

まず第 1弾として川崎市宮崎台にある「学童クラブまず第 1弾として川崎市宮崎台にある「学童クラブ

どれみキッズ」を 7月１７日に見学し、どれみキッズ」を 7月１７日に見学し、今後は、運営今後は、運営

形態の違う事業所も見学し、学童保育クラブの実態を形態の違う事業所も見学し、学童保育クラブの実態を

知り、さらに理解を深めていきたいと思います。知り、さらに理解を深めていきたいと思います。

学童クラブ「どれみキッズ」を見学して学童クラブ「どれみキッズ」を見学して

「どれみキッズ」は、「NPO 法人ワーカーズ・コレ「どれみキッズ」は、「NPO 法人ワーカーズ・コレ

クティブキャンディ」が運営しています。ワーカーズ・クティブキャンディ」が運営しています。ワーカーズ・

コレクティブは働く人が出資、経営、労働を担う働くコレクティブは働く人が出資、経営、労働を担う働く

人の協同組合です。2002 年に「保育室すきっぷ」を人の協同組合です。2002 年に「保育室すきっぷ」を

立ち上げ、2010 年に特定非営利活動法人となり、現立ち上げ、2010 年に特定非営利活動法人となり、現

在は５園の保育園を運営しています。「さぁ今日は何在は５園の保育園を運営しています。「さぁ今日は何

をしよう！」から始まる遊びの時間、子どもたちが自をしよう！」から始まる遊びの時間、子どもたちが自

分たちで考えて実行する「やりたい！」という意欲を分たちで考えて実行する「やりたい！」という意欲を

育てることを大切にしています。育てることを大切にしています。

2015 年に保育園を卒園後の小学生の子どもたちの2015 年に保育園を卒園後の小学生の子どもたちの

居場所として学童クラブ「どれみキッズ」を開設し、居場所として学童クラブ「どれみキッズ」を開設し、

さらに 2017 年に子ども食堂を開始、2020 年にはまさらに 2017 年に子ども食堂を開始、2020 年にはま

ちづくり事業として「ワクワクこどもカレッジみやざちづくり事業として「ワクワクこどもカレッジみやざ

きだい」を開始するなど、子育て世帯の願いに沿ったきだい」を開始するなど、子育て世帯の願いに沿った

事業を次々と立ち上げてきました。事業を次々と立ち上げてきました。

学童クラブどれみキッズは、「学校からお家に帰る学童クラブどれみキッズは、「学校からお家に帰る

前に少し立ち寄って、おばあちゃんちのお家のように前に少し立ち寄って、おばあちゃんちのお家のように

親子にとってほっとする居場所を作りたい」との思い親子にとってほっとする居場所を作りたい」との思い

で立ち上げた学童施設です。学習タイム、おやつ作り、で立ち上げた学童施設です。学習タイム、おやつ作り、

毛筆硬筆指導、夏休みにはプール遊びなど、日々、子毛筆硬筆指導、夏休みにはプール遊びなど、日々、子

どもたちと向き合いながらその日のプログラムを工夫どもたちと向き合いながらその日のプログラムを工夫

しています。しています。

制度に縛られず、子どもや保護者にニーズに応えて制度に縛られず、子どもや保護者にニーズに応えて

柔軟な運営をするために、助成金をもらわずに保護者柔軟な運営をするために、助成金をもらわずに保護者

が支払う利用料によっが支払う利用料によっ

て 独 自に 運 営し て おて 独 自に 運 営し て お

り、公営の学童保育のり、公営の学童保育の

後 17 時からの利用を後 17 時からの利用を

受け付けたり、遠方の受け付けたり、遠方の

小学校から学童までの小学校から学童までの

送迎、送迎、近隣のスイミン近隣のスイミン

グスクールへのお迎えグスクールへのお迎え

を行ったり、夏休みにを行ったり、夏休みに

は昼食も提供して、保は昼食も提供して、保

護者のニーズにも応え護者のニーズにも応え

ています。ています。
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